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1 3

各計画との図

2 40

事業No.７
【小中学校における多様な性に関する理解促進】
児童・生徒に多様な性に関する理解を進め、学校生活の中で性的マイノリ
ティへの差別が生じることがないよう指導します。

事業No.７
【区立学校における多様な悩みのある児童・生徒の支援】
ヤングケアラーやＬＧＢＴＱなど多様な悩みのある児童・生徒が、それぞれ
の悩みに応じた相談や支援につながるとともに、安心して学校に通い、一
人ひとりの能力や可能性を最大限に伸ばす教育を受けられるように支援
します。

素案からの主な修正点
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事業No.８
【道徳授業地区公開講座】
保護者や地域住民など誰もが参加できる公開講座を開催します。学校・
家庭・地域が道徳教育への共通理解を深め、連携することで、自動・生徒
が他社を尊重し生命を尊ぶ心を育てます。

事業No.８
【道徳教育の推進と人権教育研修】
豊かな情操や道徳心を培う道徳教育を推進するとともに、各学校におい
て、人権教育の全体計画を作成し、教員が人権教育の意義やねらい、人権
課題に対する理解を深めるための研修を実施します。

4 41

めざす姿の①区内在住の外国人への理解が進むとともに、外国人自身が
日本の生活習慣や文化、区の男女共同参画に関する取組等を理解し、相
互協力関係にある共生社会が形成されています。

めざす姿の①外国人への理解が進むとともに、外国人自身が日本の生活
習慣や文化、区の男女共同参画に関する取組等を理解し、相互協力関係
にある共生社会が形成されています。

5 43

コラム（SOGI、LGBTQとは）内
・「エックスジェンダー」の説明
自らを男性、女性のどちらでもないと感じる人

コラム（SOGI、LGBTQとは）内
・「エックスジェンダー」の説明
「中性（男女の中間）」「両性（男女両方）」「無性（どちらでもない）」「不
定性（流動的）」など、性自認が男性・女性の二元的な枠に収まらない人

6 46

事業の表の下（記載なし） 事業の表の下に、以下を付記
※組織改正により、令和８（2026）年８月から、子ども家庭支援センター
は、おおたこども家庭センターとなります（以下、同じ）。

7 47

事業No.７
【関係機関との連携強化】
被害者に適切な保護と支援が行われるよう、関係機関等との連携強化に
努めます。特に子ども家庭支援センターや警察署などとの被害者支援の
ための情報共有を行います。

事業No.７
【警察署等と連携した被害者保護】
被害者に適切な保護と支援が行われるよう、関係機関との連携強化に努
めます。特に警察署等と連携会議等を通して、情報共有のあり方を検討し
円滑な支援につなげます。

8 48

指標項目「DV相談ダイヤル」の認知度 ２４ページと出典の違いを以下のように付記
※本指標で使用している調査結果は、「区の施策検証等に向けた大田区
区民意識調査」によるもので、24 頁及び44 頁の調査結果とは出典が異
なります。
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9 51

事業No.６
【関係機関との連携強化】
被害者に適切な保護と支援が行われるよう、関係機関等との連携強化に
努めます。特に子ども家庭支援センターや警察署などとの被害者支援の
ための情報共有を行います。また、東京都配偶者暴力相談支援センターや
他区市町村など、関係自治体間と相互に連携を図ります。併せて、民間
シェルター運営事業者など被害者支援において幅広い活動を行っている
民間団体等についても、連携のための方策を検討します。

事業No.６
【関係自治体及び民間団体等との連携推進】
支援を必要とする方に適切な支援が届くよう関係自治体間において相互
に連携を図ります。また、支援活動を行っている民間団体等との連携に向
けた方策を検討します。

10 51

事業No.７
【庁内関係部署との連携強化】
被害者に適切な手続きや支援がスムーズに行えるよう、関係部署と連携を
図ります。

事業No.７
【支援調整会議等による連携体制の構築】
支援調整会議等により関係機関で情報を共有するとともに、個別事例の
対応を協議し、相談者の意思に寄り添った適切な支援につなげます。

11 65

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（SRHR） セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
（ＳＲＨＲ：Sexual Reproductive Health and Rights）

12 68

（指標）
現在の健康状態について「とてもよい」「よい」と回答した区民の割合

（指標）
主観的健康感「現在の健康状態について「とてもよい」「よい」と回答した
区民の割合」

13 全体
現状 できるだけ写真等を追加

14 全体
グラフにタイトルなし グラフにタイトルを追記
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